
秋田県一般競争入札公告

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」

という。）第167条の６第１項の規定により、公告する。

令和５年１月16日

秋田県知事 佐竹 敬久

１ 入札に付する事項

(1) 委託名称及び数量 警察本部庁舎１階男子トイレ改修委託 １式

(2) 委託場所 秋田市山王四丁目１番５号 警察本部庁舎

(3) 委託内容 警察本部庁舎１階男子トイレ改修委託

(4) 委託期間 契約締結日から令和５年３月24日まで

２ 委託概要

(1) カーテンレールで仕切られているブースの腰掛便器１台の撤去

(2) 和式便器が設置されているブースの大便器１台の撤去

(3) 障害者用の腰掛大便器１台及び手摺り２組の設置

３ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次の全ての要件を満たしている者とする。

(1) 令第167条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 当該委託契約に係る入札説明書の交付を受けていること。

(3) 秋田県暴力団排除条例（平成23年秋田県条例第29号）第２条に規定する暴力団員又は

暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成11年法律第225号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者（手続

開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。

(5) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納が

ない者（適用除外事業所を除く。）であること。

４ 契約条項を示す場所及び日時

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先

郵便番号 010-0951 秋田市山王四丁目１番５号

秋田県警察本部本庁舎３階会計課管財係 電話018(863)1111

(2) 委託の内容に関すること

郵便番号 010-0951 秋田市山王四丁目１番５号

秋田県警察本部本庁舎３階会計課管財係 電話018(863)1111

(3) 入札説明書及び仕様書の交付方法

令和５年１月16日（月）から令和５年１月27日（金）まで（土曜日、日曜日及び国民

の休日を除く）の間で、時間は午前９時から午後５時の間とする。ただし、令和５年１

月16日（月）については、午後１時から午後５時までの間とする。

(4) 入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という）及び入札参加資格確認資料（以下

「資格確認資料」という）の提出期間、場所及び方法

令和５年１月16日（月）から令和５年１月27日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く）



に、４(1)に掲げる場所に郵送等により１部提出すること。提出時間は午前９時から午

後５時までの間とする。

(5) 入札執行の日時及び場所

令和５年２月１日（水）午前９時00分 秋田県警察本部 ３階 会計課

５ 入札保証金に関する事項

免除とする。

６ その他

(1) 入札の方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た金額）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税額に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に

相当する金額を入札書に記載すること。

(2) 入札の無効

規則第166条各号に掲げる入札、又は申請書若しくは資料に虚偽の記載をした者のし

た入札は、無効とする。

(3) 落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき同価の入札をした物が２人以上あるときは、くじにより決定

する。

(4) その他

詳細は、入札説明書による。
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入札説明書

令 和 ５ 年 １ 月 1 6 日

入札執行者

秋田県警察本部会計課長

この入札説明書は、地方自治法（昭和22年法律第67号）、地方自治法施行令（昭和22年政

令第16号。以下「施行令」という。）秋田県財務規則（昭和39年規則第４号。以下「財務規

則」という）、及び本件入札公告（以下「入札公告」という。）のほか、秋田県警察本部が

発注する委託契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者（以下「競争参加者」とい

う。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。

１ 担当部局

郵便番号010-0951 秋田市山王四丁目１番５号

秋田県警察本部３階会計課 電話018(863)1111

２ 入札に付する事項

(1) 委託名称及び数量 警察本部庁舎１階男子トイレ改修委託 １式

(2) 委託場所 秋田市山王四丁目１番５号 警察本部庁舎

(3) 委託内容 警察本部庁舎１階男子トイレ改修委託

(4) 委託期間 契約締結日から令和５年３月24日まで

３ 入札に参加する者に必要な要件

次の全ての要件を満たしている者とする。

(1) 令第167条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 当該委託契約に係る入札説明書の交付を受けていること。

(3) 秋田県暴力団排除条例（平成23年秋田県条例第29号）第２条に規定する暴力団員又は

暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成11年法律第225号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者（手続

開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。

(5) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納が

ない者（適用除外事業所を除く。）であること。

４ 入札参加資格確認申請等

(1) 入札説明書等の交付場所

郵便番号 010-0951 秋田市山王四丁目１番５号

秋田県警察本部３階会計課管財係 電話018(863)1111

(2) 入札説明書の交付日時

令和５年１月16日（月）から令和５年１月27日（金）まで（土曜日、日曜日及び国民

の休日を除く）の間で、時間は午前９時から午後５時の間とする。ただし、令和５年１

月16日（月）については、午後１時から午後５時までの間とする。
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(3) 入札参加資格申請書の提出

入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書【様式第１号】（以下「申請

書」という。）及び入札参加資格確認資料（以下「資格確認資料」という。）を令和５

年１月27日（金）午後５時までに４(1)に掲げる場所に郵送等により１部提出すること。

なお、用紙については４(1)において、４(2)に掲げる期間内に交付する。

(4) 入札参加資格の確認結果通知

令和５年１月30日（月）までにＦＡＸ等で通知する。

なお、入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めること

ができる。説明を求める場合は、令和５年１月31日（火）までに、４(1)に掲げる場所

に書面又はＦＡＸで提出すること。質問書の様式は申請者が任意に作成する。理由は、

令和５年２月１日（水）までに書面で回答する。

(5) 入札参加者の辞退

申請書を提出した者は、当該申請書等を提出したあと落札者が決定されるまでの間

において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届

を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

(6) 質問及び回答

質問は､令和５年１月30日（月）まで４(1)に掲げる場所に書面又はＦＡＸで提出す

ること。質問書の書式は申請者が任意に作成する。回答は、令和５年１月31日（火）

までに書面で、４(1)の場所において閲覧により行う。また、質問者に対しては回答を

ＦＡＸ等により別途行う。

５ 入札執行の日時及び場所

令和５年２月１日（水）午前９時00分 秋田県警察本部 ３階 会計課

６ 入札書等の提出等

（1) 入札書の様式

別添入札書の様式とする。

(2) 入札の方法

ア 入札書は､入札者又は代理人が４(1)に掲げる場所に持参又は郵便等により提出する

こと。

イ 入札書は、「秋田県知事 佐竹敬久」宛てとする封筒に入れ密封し、その封筒に「入

札者の法人名等」､「開札日」及び「契約名」を記載のうえ提出すること｡入札は２回

まで実施する場合があるため、入札書は２通まで提出できる。その際、２回目の入札

書には「再入札書」と明示すること。なお、開封しなかった入札書は入札者に返還す

る。

ウ 代理人が提出する場合は、別添の委任状を入札書と併せて提出すること。

(3) 入札書の提出期限

開札日時までに４(1)に到着すること。

(4) 郵便による入札

郵送により入札書を提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて封かん

のうえ、「入札者の法人名等」、「開札日」及び「契約名」を記載すること。外封筒には、

入札書在中である旨を記載すること。
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なお、４(1)に掲げる場所に簡易書留により、開札日時までに到着すること。

７ 開札の方法等

(1) 開札は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

なお、代理人が入札を行う場合は、別添の委任状を要する。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札事務に関

係のない職員を代理とし、くじを引かせて落札者を決定する。

(3) 開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないとき

は、直ちに再度入札を行う。

(4) 入札は原則２回を限度とし、落札者のない場合は入札手続きをやり直すか、又は施行

令第167条の２第１項第８号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者

のうち、入札価格の低い者を対象者として、随意契約の交渉を行うことがある。

８ 契約の方法

落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札

書に記載すること。

９ 守秘義務等

この入札説明書の交付を受けた者は、秋田県警察本部から提供を受けた文書、図面、デ

ータ等すべて（この入札説明書のほか、追加資料を含む。以下、総じて「警察本部提示資

料」という。）について守秘義務を負い、第三者に漏洩してはならず、警察本部提示資料

を本件の手続き以外の目的（広告、宣伝、販売促進及び広報等を含む）に使用してはなら

ない。

10 入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金

免除する。

(2) 契約保証金

落札者は、契約金額の100分の10以上の金額とする。

なお、納付方法等については、財務規則の規定による。

11 入札の無効

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格がないことが確認された者が行った入札

(2) 同一の入札について、２以上の入札をした者の入札

(3) 同一の入札について、２人以上の入札者の代理人となった者の入札

(4) 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる入札

(5) 入札の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正

した入札

(6) 委任状がない代理人のした入札

(7) 記名押印を欠く入札

(8) (1)～(7)に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札
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12 落札者の決定方法

財務規則第159条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって

有効な入札を行った者を落札者とする。

なお、入札参加資格確認の結果、資格を有すると認められた者が一人であっても、原

則として入札を執行するものとする。

13 入札者がくじを引かない場合に代わってくじを引く者

秋田県警察本部会計課 調度係

14 その他

(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は実施しない。

(2) 入札参加資格に関するヒアリングは実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明

を求めることがある。

(3) 契約書作成の要否 要

(4) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札心得及び入札に当たっての留意事項を遵守

すること。

(5) 落札者となった者は、秋田県に納付（納入）すべき県税に滞納がないことを証する書

面及び社会保険料に滞納がないことの確認を受けた書面を速やかに提出しなければなら

ない。

(6) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が３に掲げる要件を満たさないこと

となった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。

(7) 問合せ先

郵便番号 010-0951 秋田市山王四丁目１番５号

秋田県警察本部３階 会計課 管財係 電話018(863)1111 内線2265



警察本部庁舎１階男子トイレ改修委託仕様書

この仕様書は、委託業務の要領を示すものであり、本書に記載されていない事項

であっても、状況に応じて契約担当者が必要と認めた業務を契約金の範囲内で実施

するものとする。

１ 委託名

警察本部庁舎１階男子トイレ改修委託

２ 委託場所

秋田市山王四丁目１番５号

警察本部庁舎１階西側男子トイレ

３ 委託期間

契約締結日から令和５年３月24日（金）まで
４ 委託内容
(1) カーテンレールで仕切られているブースの腰掛便器１台を撤去する。
(2) 和式便器が設置されているブースの大便器１台を撤去する。
(3) 障害者用の腰掛大便器１台及び手摺り２組を設置する。
(4) 改修前と改修後は別紙「警察本部庁舎１階男子トイレ改修」のとおりとする。
(5) この業務に必要な機材の調達・搬入や作業に要する諸経費は受託者の負担と
する。

５ 取替品規格等

(1) 腰掛大便器 センサー式ＦＶ、洗浄便座、TOTO CFS494MNNNA同等品 １台

(2) 手摺り 多用途用Ｌ型 TOTO T112CL9同等品 １組

(3) 手摺り 可動式撥ね上げ TOTO T112HK7R同等品 １組

(4) 給水配管材 天井露出 25Ａ １式

(5) 排水配管材 天井露出 75φ １式

(6) 作業費用

ア 既存便器撤去処分

イ 既存給水管撤去閉栓

ウ 既存排水管撤去閉栓

エ 床モルタル補修

オ 床コンクリート穿孔 100φ１か所、50φ１か所

カ 保温工（天井露出配管）

キ 作業用足場（地下駐車場設置）

ク 電源工事（制御配線共）

６ 撤去品の処分

関係法令等に従い適切に処分すること。

７ 作業条件

業務責任者は施工時における事故等防止のための各種対策を確実に行い、安全

かつ円滑に作業を進めること。

８ その他

(1) 本契約のほか、別途「警察本部庁舎１階男子トイレブース設置委託」契約の



契約者と作業日程を調整の上、契約期間内に完成させること。

(2) この仕様書は作業の大要を示すもので、現況に応じ軽微な部分は、本書に記

載のない事項であっても、受託者の負担で実施すること。

(3) 本業務以外の部品破損、異常及び汚れ等を発見した場合は、速やかに発注者

に報告し、必要な指示を受けること。

(4) 業務の実施にあたり、本仕様書のほか労働安全衛生法や関係法令等に基づき

誠実に実施すること。また、安全対策に万全を期すほか、既存の建物、設置物

などに損害を与えないように注意すること。損傷を与えた場合は、受託者の責

任において復旧または弁償等の必要な措置を講じること。

(5) 受託者はこの業務によって知り得た情報を他に漏らしたり、他の目的に使用

しないこと。

(6) 本仕様書に定めのない疑義が生じた場合は、発注者と受託者が協議して決定

する。
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内 訳 明 細 書

内 容 規 格 数量 単位 単 価 金 額 備 考

警察本部庁舎１階男子トイレ改修委託

１　撤去費

　　既設便器撤去 腰掛便器 1 組

　　既設便器撤去 和便器 1 組

　　既設給水管撤去閉栓 1 式

　　既設排水管撤去閉栓 1 式

　　床モルタル補修(穴埋め) 仕上げを除く 1 式

　　撤去品運搬処分費 1 式

２　設置費

　　腰掛大便器
ｾﾝｻｰ式FV､洗浄便座
CFS494MNNNA

1 組

　　手摺り
多用途用L型
T112CL9

1 組

　　手摺り
可動式､撥ね上げ
T112HK7R

1 組

　　給水配管材
天井露出
25A

1 式

　　排水配管材
天井露出
75φ

1 式

　　床コンクリート穿孔 100φ 1
箇
所

　　床コンクリート穿孔 50φ 1
箇
所

　　器具取付・配管労務費 1 式

　　保温工 1 式

　　作業用足場（高所作業車）
地下駐車場設置
撤去時含む

1 式

　　電源作業 制御配線共 1 式

　　養生費 1 式

　　運搬交通費 1 式

小　　　　計

諸経費 1 式

小　　　計

消費税及び地方消費税額

合　　　計



（様式第１号）

入札参加資格確認申請書

令和 年 月 日

秋田県知事 佐 竹 敬 久 様

申請者住所

商号（名称）

代表者氏名 印

秋田県が調達する次の案件の委託契約に係る一般競争入札への参加資格について確認さ

れたく、資料を添えて申請します。

なお、地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと、会社更生法に基づく更

生手続開始又は民事再生法に基づく民事再生手続開始の申立て中でないこと、秋田県税に

滞納がないこと、社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がないこと（適用除外事業所

を除く。）、秋田県暴力団排除条例（平成23年秋田県条例第29号）第２条に規定する暴力

団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと、ならびに添付書類の内容が事

実と相違ないことを誓約します。

委託名 警察本部庁舎１階男子トイレ改修委託



委 任 状

私は（受任者名） を代理人として、

警察本部庁舎１階男子トイレ改修委託

の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。

令和 年 月 日

委 任 者 住 所

商号又は名称

氏 名 印

受 任 者 住 所

商号又は名称

氏 名 印

契約担当者

秋田県知事 佐竹 敬久 様



入 札 書

令和 年 月 日

契約担当者 秋田県知事 佐竹 敬久 様

代 表 者 が 住 所

入 札 す る 商号又は名称

場 合 氏 名 ,

代 理 人 が 代理人氏名

入 札 す る 委 任 者 の

場 合 商号又は名称 ,

次のとおり入札します。

入札に付する事項 警察本部庁舎１階男子トイレ改修委託

入 札 金 額

入 札 保 証 金 免 除

備考 当該金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が落札価格です。



再 入 札 書

令和 年 月 日

契約担当者 秋田県知事 佐竹 敬久 様

代 表 者 が 住 所

入 札 す る 商号又は名称

場 合 氏 名 印

代 理 人 が 代理人氏名

入 札 す る 委 任 者 の

場 合 商号又は名称 印

次のとおり入札します。

入札に付する事項 警察本部庁舎１階男子トイレ改修委託

入 札 金 額

入 札 保 証 金 免 除

備考 当該金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が落札価格です。



入札に関する注意事項

１ 委任状の記載について

(1) 入札に参加する者が代理人の場合は委任状が必要である。

（入札１件につき１枚必要）

(2) 委任年月日は、公告日から入札の日までの間の年月日とすること。

(3) 収入印紙は不要である。

(4) 契約担当者は「秋田県知事 佐竹敬久」とすること。

(5) 入札に付する事項欄には、入札説明書に記載されている事項名を記載すること。

(6) 委任者の欄には会社の所在地住所、会社の商号又は名称、代表者の氏名を記載し、

代表者印を押印すること。

２ 入札書の記載について

(1) 入札年月日は入札執行の日とする。

(2) 契約担当者は、上記１の(4)と同じであること。

(3) 代表者が入札する場合は、会社の住所、会社の商号又は名称、代表者の職氏名を

記載し、代表者印を押印すること。

(4) 代理人が入札する場合は、代理人の氏名を記載し、委任状の受任者印と同じ印を

押印のうえ、委任者の商号又は名称を記載することとし、代理人の住所の記載は要

しない。この場合、代表欄への記入及び押印は不要であるので注意すること。

(5) 入札に付する事項は、上記１の(5)と同じであること。

(6) 入札金額欄は次の事項に注意すること。

ア 総額契約であるか単価契約であるか間違わないようにすること。

イ 見積もった金額の110分の100に相当する額を記載すること。

（当該金額に10／100に相当する額を加算した金額が法律上の落札金額となる。

消費税課税業者の場合は消費税を除いた額に相当する）

ウ 金額欄を訂正した場合は、訂正印を押しても無効となること。

エ 桁数を間違わないこと。

オ 入札に参加した場合の入札辞退は、入札書の金額欄に「入札辞退」と記入して

提出すること。

カ 入札保証金額には、入札保証金を納めた場合にはその金額を、免除された場合

には免除条項を記載すること。

キ 欄外に「備考：当該金額に10／100に相当する額を加算した額が法律上の落札

金額である。」と記載すること。

３ 落札者の決定について

(1) 予定価格の範囲内で入札した者のうち、最低価格の者を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上ある時は、くじによる抽選で落札

者を決定する。



(3) 落札者がいない場合はただちに再度入札を行う。

４ 入札者が一旦提出した入札書はいかなる場合にあっても書き換え、撤回できない。

５ 次の各号に該当する入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札

(3) 同一の入札について二以上の入札をした者の入札

(4) 同一の入札について二以上の入札の代理人となった者の入札

(5) 談合その他不正行為によって行われたと認められる入札

(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を

訂正した入札

(7) その他、指示した条件に違反すると認められた入札

※ なお、無効な入札書が提出された場合には、以後の入札は受け付けないので注意

すること。

６ 納入期限等について

納入期限、納入期日、入札日時等について確認すること。

７ その他

入札に関する問合せは、

警察本部会計課 管財係（℡018-863-1111 内線2265）まで連絡すること。


